
12月13日（水）～12月31日（日）は
「年末特別警戒取締り」期間です
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１ 強盗事件等各種犯罪の未然防止及び街頭警戒活動の強化
２ 交通死亡事故の抑止及び飲酒運転の根絶に向けた取組の強化
３ 暴力団排除活動等の積極的な推進
４ テロ等重大事案の未然防止

　青森県警察では、日常生活の安全と安心を確保するため、犯罪や事故の抑止対策を強化する
「年末特別警戒活動」を実施します。
　警戒活動に対する御理解と御協力をお願いします。

12月13日（水）には、県内各地で一斉警戒活動が行われます。

年 末 の 犯 罪 抑 止 対 策年 末 の 犯 罪 抑 止 対 策

　事業所の皆さんは、強盗などの被害に遭わないよう
　　　○　強盗模擬訓練の実施、店舗内外の見回りによる警戒
　　　○　お客様への積極的な声掛け
　　　○　防犯カメラ、通報装置など防犯機器の点検・整備
をするなどして、防犯体制の見直し・強化をお願いします。

1強盗対策

　県内の特殊詐欺による被害は増加していますが、特に「金融商品詐欺」が増加し、幅広い世代の
方が被害に遭っています。中でも、ＦＸ（外国為替）、暗号資産、金等の取引の投資をかたる手口が急
増しており、退職金をだまし取られた事例もあり、注意が必要です。
　「投資のためにアプリをインストールして」「指示通りに振り込めばもうかる」というのは詐欺です！！
　電話やメール、ＳＮＳでお金に関する話をされたら、まずは詐欺を疑い、家族や知人、最寄りの警
察署または交番等に相談しましょう。

2特殊詐欺対策

　令和３年末現在、青森県内には約150人の暴力団
組員等がおり、様々な方法で県民生活や事業活動に
食い込み、資金を得ようとしています。

　このような暴力団を排除するため、「暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律（暴力団対策
法）」や「青森県暴力団排除条例」により、次の行為が
禁止されています。
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投資を始めるにはアプリをインストールしてください。
私の言う通りに操作すればもうかります。
〇日にお金を振り込んでください。
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　まもなく子供たちが楽しみにしている「冬休み」が始まります。
　クリスマス、お正月と楽しみなイベントが続きますが、この時期は、「冬休み」
という解放感や気の緩みから、生活リズムが乱れがちになり、飲酒・喫煙・万引き
などの非行に走るおそれがあります。
　また、友達と夜遅くまで出歩き、深夜はいかいや無断外泊を続けていると、
思わぬ犯罪被害に遭ってしまうこともあります。
　子供たちの非行を見逃さず、犯罪被害に遭わないよう、地域の大人たちから「挨拶」という
思いやりの一声を掛け、見守っていることを発信しましょう。

青 森 県 か ら 暴 力 団 を 排 除 し よ う青 森 県 から暴力団を排除しよう
　令和４年末現在、青森県内には約 1３0人の暴力団組員等がおり、様々な方法で県民生活や事
業活動に食い込み、資金を得ようとしています。
　このような暴力団を排除するため、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（暴力
団対策法）」や「青森県暴力団排除条例」により、次の行為が禁止されています。

このような禁止行為に該当するようなことがありましたら、お近くの警察署へ御相談ください。

冬休み中の少年の非行・犯罪被害を防止しよう冬休み中の少年の非行・犯罪被害を防止しよう

暴力団対策法で禁止されていること

フィルタリングで子供を守ろう

○　暴力団員が飲食店等に対し、みかじめ料・用心棒代・ショバ代などの名目で金銭を要求する行為
○　暴力団員が飲食店等に対し、業務用の物品や正月用品である門松、しめ縄、干支の置物などを購入するよう要求
　する行為
○　暴力団員が、公共料金、家賃、商品購入代金などの支払いの免除や猶予を要求する行為
○　暴力団員が事業者に対し、寄付金や賛助金等の名目で金銭を要求する行為
○　暴力団員が、クリーニングした衣類、購入した商品などに「欠陥がある」などと因縁をつけ、損害賠償の名目で
　金銭を要求する行為

　全国的にＳＮＳを通じて多くの子供たちが性被害に遭った
り、各種トラブルに巻き込まれたりするケースが多発して
いますが、被害児童のほとんどが被害時にフィルタリング
を利用していませんでした。
　フィルタリングは、無料もしくは少額料金で利用できる
サービスで、子供がスマートフォン等を利用する際に、うっ
かり、あるいは故意に危険なサイトにアクセスしないよう
にコントロールしてくれる便利な機能です。
　また、タブレット端末や携帯ゲーム等の長時間利用を防止す
る、ペアレンタルコントロールによる適切な管理も重要です。
　クリスマスプレゼントやお年玉でスマートフォン、ゲー
ム機等を手にする子供たちも多くなります。
　子供を犯罪から守るためにフィルタリングを設定しま
しょう。
　日ごろから家庭でコミュニケー
ションをとり、子供にインター
ネットの危険性を教えることや、
 『我が家のルール』を作ることが
大切です。

子供に関する相談は「少年サポートセンター」へ
　「少年サポートセンター」は、非行や犯罪被害などの問
題を抱えた少年の立ち直りを支援するための機関です。少
年に関することならどなたでも相談いただけます。
《ご相談はこちらまで》
青森少年サポートセンター 
　　新町センター　　　　　☎０１２０－５８－７８６７
　　安方センター　　　　　☎０１７－７７６－７６７６
八戸少年サポートセンター　☎０１７８－２２－７６７６
弘前少年サポートセンター　☎０１７２－３５－７６７６
受付：8：30～17：15　※ 土・日・祝日・年末年始を除く
少年サポートメール
　　　youngmail-587867@extra.ocn.ne.jp
　　　　受付：24時間受信／返信は2～3日後
　　　　※土・日・祝日・年末年始を除く

　少年問題に関する専門的な知識
や技能を持つ「少年補導職員」が
問題に応じて、助言や面接指導、
心のケアを継続的に行っています。

青森県暴力団排除条例で禁止されていること
○　営業上のトラブルを抱えた事業者が、暴力団員にトラブルの対処を依頼し、その
　謝礼として現金を渡す行為
○　暴力団員がトラブル解決や用心棒代などの名目で、事業者から金品等の供与を
　受ける行為
○　暴力団員が自分が暴力団員であることを隠す目的で、他人の名義を利用する行為
○　暴力団員に自分の名義を利用させる行為
○　不動産業者が、暴力団事務所として使用されることを知りながら、暴力団員に
　物件を売却する行為
○　小学校等の施設周囲200メートル以内に、暴力団が新たに組事務所を設ける行為

こどもは な や む な



県 防 連 ニ ュ ー ス

初詣の雑踏事故等を防止しよう初詣の雑踏事故等を防止しよう
　初詣の多数の参拝者による雑踏事故等を防止するため、主催者や警察官等が整理・誘導に
当たっています。事故に遭わないため、次の点に注意しましょう。

除 排 雪 中 の 事 故 を 防 止 し よ う除 排 雪 中 の 事 故 を 防 止 し よ う

　　発 生 件 数　114 件 113 人（－120件　－106人）  死亡者 10 人（－３人）
　　発生要因等　雪下ろし中に屋根や梯子から転落したものが最も多く、次いで屋根雪の落下によるものが多く発生して
　　　　　　　います。また、高齢者による被害が多く発生しています。

1令和４年度の雪害発生状況

　参道・拝殿前など人出が多く混雑が予想される場所での押し合いや割り込みは、大き
な事故などのきっかけとなる可能性があります。
　混雑が予想される場所では係員や警察官の誘導・指示に従いましょう。
　また、小さいお子さんが押されて転んだりしないように、保護者の方は十分に注意
しましょう。

1押し合い、割り込みはやめましょう

　初詣には、混雑する時間帯があります。小さいお子さんやお年寄りがいる場合は、混雑する時間を避けた方が安全です。
2混雑する時間帯は避けましょう

　階段等は、凍結や積雪などで滑りやすくなっているので、足下に注意しましょう。
3降雪に注意

　神社・お寺の周辺は非常に混み合います。天候によっては路面の凍結も考えられるため事故防止には十分注意しましょう。
　また、路上駐車は、交通渋滞を誘発するほか、救急車など緊急車両の通行の妨げとなります。駐車場等に駐車してから
参拝しましょう。

4交通事故防止

　　
　□　「命綱やヘルメットをつける」「滑り止めの付いた靴を履く」などをして転落防止に十分注意しましょう。
　□　転落時に備え、屋根の下などには雪を残して作業をしましょう。
　□　梯子の昇り降りは、梯子を確実に固定し転落事故防止に十分注意しましょう。
　□　除雪作業は、家族や近所の人にも声を掛けて、できるだけ複数で行うようにしましょう。
　　また、体調が悪い時などは無理をしないようにしましょう。
　□　軒下からの屋根の雪落としは、雪の下敷きにならないよう十分注意しましょう。
　□　晴れの日は屋根の雪がゆるんでいるので、特に注意しましょう。
　
　□　除雪機の点検や雪詰まりを取り除く時は、必ずエンジンを停止してから行いましょう。
　□　作業中は周りに十分注意するとともに、人を近付けない措置をとりましょう。
　　また、移動する際にも特に後進するときには後方や足下を確認するなど、自身や周囲の方に注意して作業しましょう。

2除排雪中の事故を防止するため、次のことに気をつけましょう

最勝院（弘前市）での警備状況

西部大会（五所川原第一中学校）

◆第 70回青森県少年防犯弁論大会を開催
　第70回青森県少年防犯弁論大会（青森県防犯協会連合会主催）は、10月２日に八戸市立
第三中学校で東部大会、10月５日に五所川原第一中学校で西部大会を開催し、各地区か
ら選抜された中学生代表が自分の思いを力強く発表しました。
　入賞者は次のとおりです。
［東部大会］ 
　最優秀賞　青森市立甲田中学校　３年　海老名葵音さん（演題「仮面」） 
　優 秀 賞　むつ市立田名部中学校　１年　二本栁凜子さん　　青森市立古川中学校　３年　倉本　杏理さん
　奨 励 賞　十和田市立甲東中学校　３年　梅内　　優さん　　平内町立平内中学校　３年　濱田　美羽さん
　　　　　　八戸市立大館中学校　３年　日当　優月さん
［西部大会］
　最優秀賞　五所川原市立五所川原第三中学校　３年　山田　果英さん（演題「心のてのひら」）
　優 秀 賞　弘前市立第一中学校　２年　吉田　稟凰さん　　五所川原市立五所川原第四中学校　３年　中谷　瑠菜さん
　奨 励 賞　つがる市立柏中学校　３年　荒関　夏帆さん　　五所川原市立五所川原第一中学校　３年　須藤　万尋さん
　　　　　　平川市立碇ヶ関中学校　３年　木村　綸奈さん

雪下ろし中の転落事故防止

除雪機による事故防止



　10月11日青森市のリンクモア平安閣市民ホールにおいて、「令和５年度安全・安心
まちづくり青森県民大会」（県、県教委、県警本部、県防連主催）を開催しました。
　大会の冒頭で、防犯功労者、防犯功労団体及び功労ボランティア団体として、次の
方々が表彰されました。心からお祝い申し上げます。

◆ 安全・安心まちづくり青森県民大会の開催

　防犯栄誉金章　（１人）　　橋本　精二（八戸地区）
　防犯栄誉銀章　（２人）　　佐藤　　勇（黒石地区）　　二部　譽嗣（八戸地区）

警察庁長官・全国防犯協会連合会会長連名表彰　(敬称略 )

　防犯栄誉銅賞　（６人）　　千葉　純一（青森地区）　　加藤　芳代（八戸地区）　　藤田　國美（弘前地区）
　　　　　　　　　　　　　米沼　　寛（十和田地区）　伊達よしえ（三戸地区）　　横内　　亮（平内地区）
　功労ボランティア団体　（１団体）　五戸地区学校警察連絡協議会

全国防犯協会連合会会長表彰　(敬称略 )

　防犯功労者　（９人）　　中川　義男（青森地区）　　石橋　光雄（八戸地区）　　赤石　眞利（弘前地区）
　　　　　　　　　　　　　野村　義秋（十和田地区）　袴田喜代美（三沢地区）　　橋本　政敏（むつ地区）
　　　　　　　　　　　　　藤本　正彦（つがる市）　　兼平　鉄弘（鰺ヶ沢地区）　酒井　正志（五戸地区）
　防犯功労団体　（２団体）　八戸地区連合防犯指導隊桔梗野支隊　　弘前地区防犯協会藤代支部

東北管区警察局長・東北防犯協会連絡協議会会長連名表彰　(敬称略 )

　防犯功労者　（22人） 
　　三上　輝昭（青森地区）　　山舘　正一（青森地区）　　和田　　博（青森地区）　　尾形　賢一（八戸地区）
　　中山　　博（八戸地区）　　山日　勝夫（八戸地区）　　佐藤　春一（弘前地区）　　丹藤　　廣（弘前地区）
　　福士　昭一（弘前地区）　　小笠原一昌（五所川原地区）　長内シズヱ（五所川原地区）　原　　洋子（五所川原地区）
　　松尾ちづ子（十和田地区）　佐々木明雄（三沢地区）　　袴田　和子（三沢地区）　　成田　俊一（むつ地区）
　　美濃部洋一（むつ地区）　　上原子秀志（野辺地地区）　久保　好子（三戸地区）　　柳谷　嘉雅（外ヶ浜地区）
　　柳沢　一範（五戸地区）　　太田　満則（平内地区）
　防犯功労団体　（６団体）　八戸地区連合防犯協会小中野地区防犯協会　　八戸地区連合防犯指導隊根城支隊
　　　　　　　　　　　　　弘前地区防犯協会清水支部　　　　　　　　　弘前地区防犯指導隊二大支隊
　　　　　　　　　　　　　鰺ヶ沢地区防犯指導隊鳴沢支隊　　　　　　　五戸地区防犯指導隊戸来支隊

青森県警察本部長・青森県防犯協会連合会会長連名表彰　(敬称略 )

◆ 各地区防犯協会等の活動状況

自転車を買ったら、譲り受けたら自転車防犯登録をしましょう。登録は義務です。自転車を買ったら、譲り受けたら自転車防犯登録をしましょう。登録は義務です。

りんご盗難被害防止パトロールりんご盗難防止総決起大会

　10 月３日黒石運動公園駐車
場においてりんご盗難防止総決
起大会・防犯パトロール出動式
を実施した後、黒石市内のりん
ご畑に赴き、りんご盗難防止の
チラシを配布し、防犯広報活動
を実施しました。

黒石地区防犯協会・防犯指導隊
　10月12日南部町役場ふるさ
と運動公園において出動式を実
施し、防犯協会長からのぼり旗
が防犯指導隊南部支隊員に贈呈
され、同支隊長が出動を宣言、
パトカー等が出動しました。

南部町防犯協会・防犯指導隊

特殊詐欺被害防止広報用絵入りんご安全・安心まちづくり推進大会
    平内地区防犯協会

　弘前警察署特
殊詐欺被害防止マ
スコットキャラク
ター「トラれんく
ん」と「サギかもく
ん」の絵入りんご
を作成しました。

弘前地区防犯協会

青森県防犯協会連合会では賛助会員を募集しています

aokenbouren@snow.ocn.ne.jp（事務局）TEL. 017-777-5959

　公益社団法人青森県防犯協会連合会は、犯罪のない明るく住みよい社会を実現するため、防犯意識の啓発等の事業に取り組ん
でいます。この趣旨にご賛同、ご支援をいただける団体及び個人の賛助会員を募集しております。
  賛助会費（年額）は、団体１口１万円、個人１口５千円です。入会のお問い合わせは事務局までご連絡ください。

自転車を買ったら、譲り受けたら自転車防犯登録をしましょう。登録は義務です。

　10月12日平内町立体育館に
おいて秋の推進大会を開催し、
防犯指導隊総隊長の決意宣言の
ほか、防犯弁論大会入賞者の発
表や幼稚園児による「いかのお
すし」の遊戯が披露され、防犯
意識の向上を図りました。

防犯栄誉金章の伝達

青森県防犯協会連合会では賛助会員を募集しています


